
関税と国際貿易に 
関する最新情報
2024年4月及び5月

本アップデートのハイライトは、以下のとおりです。
• カンボジア産のコメと葉たばこの輸入
• ASEAN-韓国自由貿易協定（AKFTA）に基づく原産地規則の
  実施の改正
• 農業農村開発省（MARD）が管理する物品リストの発行
• 2024年下半期、付加価値税減税を継続する提案
• 以下の事項に関するガイダンスを提供するオフィシャルレター（OL）

• 輸出生産のために輸入された物品にかかる輸入関税の還付
• 輸出貨物の課税価格を決定する際のボーナスの取り扱い
• 漢方薬の輸入に対する付加価値税（VAT）政策
• ベトナム国外または輸出加工企業（EPE）で加工された
     製品に対する税制
• 輸出入貨物の課税価格
• 使用目的が変更された物品の課税価格
• 輸入免税品の使用状況に関する通知
• EPEによる外部倉庫の利用
• スマートウオッチのHSコード分類

その他の税務・税関・国際貿易に関する最新情報はこちらをご覧ください。

https://www.ey.com/en_vn/tax/tax-and-law-updates
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カンボジア産のコメと葉たばこの輸入
2024年4月4日、ベトナム商工省（MoIT）は、2023年から2024年の間、関税割当を伴うカンボジア産のコメと葉たばこの輸入
を規制する通達06/2024/TT-BCT（通達06）を発行しました。

これに伴い、カンボジアを原産地とし、2024年1月24日付政府発行の政令 05/2024/ND-CP Appendix IIに記載された 
HSコードに分類される商品は、2023年から2024年の期間、ベトナムとカンボジアの二国間貿易を促進する協定の一環として、 
関税割当制度の範囲内でベトナムに輸入される場合、特別特恵輸入関税率が適用されます。

関税割当制度（TRQ）は以下のように適用されます。

• 2023年度関税割当制度は、2023年6月2日から2023年12月31日までに登録された通関申告に適用されます。

• 2024年度関税割当制度は、2024年1月1日から2024年12月31日までに登録された通関申告に適用されます。

通達06は2024年5月20日から2024年12月31日までの期間において施行されました。

ASEAN-韓国自由貿易協定（AKFTA）に基づく原産地規則の実施の改正
2024年3月27日、情報通信省は、AKFTAに基づく原産地規則の実施に関する2014年6月25日付通達20/2014/TT-BCT 
（通達20）の一部の条文を修正する通達04/2024/TT-BCT（通達04）を発行しました。

通達04による主な修正点は以下の通りです。

• 「ASEAN-韓国自由貿易協定」を「ASEANと韓国の包括的経済協力枠組み協定」へと改称。

• 輸出国の領域内で完全に入手・生産されたものではなく、製品別規則のリストに含まれていない商品であっても、少なくとも
40%の付加価値基準（RVC）を満たす、またはHSコードの項（上4桁）の変更基準（CTH）を満たす場合、輸出国の原産品と 
みなす、とする規定の改定。主な改定事項は以下の通りです。

• 直接法によるRVC計算式の補足。

• 輸出国の輸出者または生産者は、直接法または間接法を用いてRVCを算出する計算式を選択することができる。 
選択した計算方法は、輸出者または生産者の会計年度を通じて適用されなければならない。 

• 輸入国が物品の検査または原産地証明を行う場合、輸出国の輸出者または生産者が適用するRVC計算方法に基づいて 
行わなければならない。

• 原産地証明書（C/O）の発行および検査に関する規定の改正。具体的には、C/OフォームAKは以下の要件を満たさなければ
ならないとされています。

• 輸出国のC/O発行機関による署名・捺印のある紙で手動発行されたもの、または、電子発行されたものであること。

• 通達20のAppendix VI-Aの書式に従い、A4サイズでC/OフォームAKと名付けること。

• 英語であること。

通達04は2024年5月11日に発効しました。
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農業農村開発省（MARD）の管理下にある物品リストの発行
2024年2月2日、MARDは通達01/2024/TT-BNNPTNT（通達01）を発行し、MARDの国家管理下にある物品に適用される
HSコードのリストと、農業・農村開発分野における専門検査の対象となる輸出入品のリストを発行しました。本通達の主な
内容は以下の通りです。

• 通達01に添付されている付録には、MARDの国家管理下にある物品のリストが詳細に記載されています。リストには以下の
ものが含まれます。

• Appendix I: 検疫対象品、輸出禁止品、条件付き輸出可能品、ベトナム国内での輸入・流通が許可されている品目、その他

• Appendix II: 通関前に専門検査の対象となるHSコードの輸入品リスト

• Appendix III: 通関後に専門検査の対象となるHSコードの輸入品リスト

• 通達01のリストに含まれるHSコードは、ベトナムに輸出入される貨物の通関申告の基礎となります。

• 輸出入品が農業分野であるが、通達01のリストに含まれていない場合、実際の品目の説明と財政省（MoF）が発行した
2022年6月8日付の通達31/2022/TT-BTCに添付されたベトナムの輸出入リストに基づいて税関申告を行います。

• 通関後、貿易業者は文書をMARDに送付する必要があります。その後、農業農村開発省はMoFと連携して、見直しを行い、
更新されたリストを発行します。

• 輸出貨物の専門検査は、輸入国での通関を容易にするため、企業の要請に応じて実施されます。

通達01は2024年3月20日に発効しました。詳細は通達01をご参照ください。

2024年下半期、付加価値税減税を継続する提案
政府は、決議110/2023/QH15に基づく付加価値税（VAT）税率2%引き下げの実施結果に関する提案書177/TTr-CPを
国会に提出しました。同提案は、VAT減税政策の継続を推奨しています。具体的な内容は以下の通りです。

• 2024年の後半6カ月間（2024年7月1日から2024年12月31日まで）、現在10%のVAT率が適用されている特定の商品
およびサービス群について、付加価値税率を2%引き下げる政策の継続。

• 決議43/2022/QH15の第1条第1項第1号、および第3条aで指定された商品およびサービス群についてVAT税率を
2%引き下げる政策の継続。

このトピックに関する動向は、今後も継続的に更新していきます。
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項目 主題 内容

1846/TCHQ-TXNK 
2024年5月2日

輸出生産のために 
輸入された物品に 

かかる輸入関税の還付

• 企業が生産のために原材料を輸入し、その原材料に対して輸入税を
支払った後、実際に海外または非関税区に輸出される製品の生産に 
使用する場合、これらの原材料にかかる輸入関税は、還付請求の 
対象となります。

• 企業が原材料をみなし輸入し、輸入関税を支払った後、原材料を加工
するために別の業者に引き渡し、最終的に完全に加工された商品を
受け取って海外に輸出する場合、現行の規則では、この場合の輸入 
関税の還付については、言及されていません。

1484/TCHQ-TXNK
2024年4月8日

輸出貨物の課税 
価格を決定する際の 
ボーナスの取り扱い

• 企業が物流業者に物品の配送、荷積、混載などの特定の作業を依頼 
する場合、これらの物流サービス料は、輸出貨物の価格に含まれます。

• これとは別に、貨物が輸出された後、一定の計算に基づき、買い手が
物流業者にボーナスとして追加額を支給することがあります。この 
ボーナスは個々の輸出貨物によって異なり、付与される場合とされない 
場合があります。

• 税関総局（GDC）は、当該ボーナスは課税価格の決定とは無関係で 
あるため課税価格に加算されるべきではなく、また課税価格から 
差し引かれるべきではないと考えています。

3671/BTC-TCHQ
2024年4月5日

漢方薬の輸入に対する
VAT政策

輸入品のうち、伝統的な医薬品（漢方薬）については、以下の条件を満たす
場合5%のVAT税率が適用されます。
• 輸入される商品は、生薬として申告され、2017年5月8日付の政令 

54/2017/ND-CPに従い、ベトナム伝統医学・薬務管理局（保健省／ 
MOH）により輸入に同意する公文書が確認されていること。

• MOHが2018年12月28日に発行した通達48/2018/TT-BYTと 
ともに発行されたAppendix Iの輸入漢方薬リストに含まれる医薬品で 
あること。

2578/BTC-TCHQ
2024年3月14日

ベトナム国外または 
EPEで加工された 
製品に対する税制

• 原材料をベトナム国外に輸出して加工し、その加工品をベトナムに 
再輸入する場合、輸入段階で輸入免税の対象となるのは、加工品に 
組み込まれる輸出原材料の価額のみです。企業は、加工品に適用 
される輸入関税率で、残りの価値に対して税金を支払う必要があります。

• 当該加工品の課税価格には、加工賃、受託加工契約に基づいて 
加工品の製造に追加された材料の価値、およびその他の調整額から
成ります。加工用に輸出した際の元の原材料の価値は含まれません。

• ベトナム国内企業が製造のために原材料を輸入し、その原材料を加工 
するためにEPEに搬入し、加工後の、半製品をEPEから受け取る場合、
原材料に対する輸入税を規定通り納付する必要があります。EPEに 
よって加工された完成品または半製品が、輸出前にさらなる加工・製造 
のためベトナムに再輸入されるとき、当該製品にかかる税金は、輸出入 
税法107/2016/QH13第19条d項および2016年9月1日付政令
134/2016/ND-CP第36条に規定される税還付の対象とはなりません。

オフィシャルレター（OL）によるガイダンスは以下の通りです。
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項目 主題 内容

683/TCHQ-TXNK
2024年2月21日

輸出入貨物の 
課税価格

• 商品の価格に、最初の輸入国境ゲートから引渡場所までの配送費用も 
含まれている引渡条件（DDU、DDP、DAP）で商品が顧客に引き渡され、 
この費用を裏付ける書類がない場合、申告者は、この国内配送費用を 
価格に含め、それに基づいて通関価格を決定する必要があります。 
この場合の課税価格は、不正確な申告とはみなされません。

• 商品が工場渡し（EXW）条件で配送される場合、課税価格には、工場渡し 
価格および出境ゲートまで（輸出品の場合）、または最初の入境ゲート 
までにかかった関連費用の価格（輸入品の場合）が含まれます。 
関連するすべての費用が課税価格に含まれていない場合、不正確な
申告とみなされます。

• 課税価格の決定と申告は、商品が課税対象か否かに左右されません。

1771/TCHQ-TXNK
2024年4月25日

使用目的が変更された
物品の課税価格

企業が使用目的変更のための通関手続きによって物品を破棄する場合
• 使用目的変更に係る通関申告書の提出時における文書と会計記録に
基づいて課税価格を決定し、申告する必要があります。

• 物品の廃棄後、申告された課税価格に変更があった場合、申告者は 
追加の通関申告書を提出し、変更後の課税価格を証明する書類 
（廃棄に係る合意書、見積書、VATインボイスなど）を提出する必要が
あります。

553/HQTPHCM-TXNK
2024年3月8日付

輸入免税品の使用 
状況に関する通知

企業が関税免除品のリスト（以下、リスト）を税関当局に提出し、そのリスト
に従って物品を輸入した場合
• 毎年、年度末から90日以内に、輸入者はその年の輸入免税品の使用
状況に関する通知を管轄の税関当局に提出する必要があります。 

• 通知は、2021年3月11日付政府発行の政令18/2021/ND-CP 
（政令18）のAppendix VII aにある様式07を用いて電子税関システム 
を通じて提出する、または政令18のAppendix VIIにある様式18を 
用いて管轄の税関当局に直接紙で提出することができます。

このオフィシャルレターは、企業に対し、初回申請時だけでなく、毎年 
定期的に税関当局に通知を提出するよう注意を促すものです。
• 通知は、プロジェクト全体が操業を停止するまで、または商品の 
ベトナム国外への再輸出、商品の使用目的の変更、国内消費のための
販売、または廃棄が行われるまでに提出する必要があります。

• 適時に通知を提出しない企業は、2020年10月19日付政令128/ 
2020/ND-CP第7条第3項b号に従い、行政処分の対象となります。
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項目 主題 内容

1414/TCHQ-GSQL
2024年4月3日付

EPEによる外部倉庫
の利用

EPEが原材料、製造に使用される部品、また、完成品を保管するために 
外部倉庫を借りる必要がある場合、EPEは次のことを行う必要があります。
• 倉庫内での生産活動を行わないこと。
• 税関当局が承認した期間内において、商品を保管すること。賃貸 
期間が終了してもなおEPEが倉庫を必要とする場合、賃貸期間終了の 
少なくとも30日前までに税関当局に公文書を提出し、承認を得ること。

• 会計帳簿に取引を記録し、翌四半期の初月15日に、2015年3月25日付 
通達38/2015/TT-BTCのAnnex Vにあるフォーム19/NXTK-DNCX/ 
GSQLを使用し、電子税関システムを通じて、外部倉庫に保管されて
いる商品の在庫管理報告書を管轄の税関当局に提出すること。

外部倉庫に保管されている商品の管理について、管轄の税関当局は以下
の責任を負います。
• EPEからの在庫管理報告書に基づいて、検品と在庫照合、倉庫への 
商品の搬入と搬出を監視する。

• 定期的に情報を見直し、照合することで、リスクの兆候や不審な動き
を迅速に検知するため、外部倉庫に保管されている商品を管理する 
ための計画を立て、人員を配置する。

• 倉庫に保管されている商品が不適切に使用されている、または適切な 
通知なしに国内で消費されている疑いがある場合、「抜き打ち」検査
を実施する。

1447/TCHQ-TXNK
2024年4月3日付

スマートウオッチの 
HSコード分類

スマートウオッチのHSコード分類について、GDCは以下のような見解を
示しています。
• 定義：手首に装着するように設計され、タッチスクリーンの有無に 
かかわらず光電子ディスプレーを備え、Bluetoothを使用してスマート 
フォンやタブレットなどの他の機器（ホスト機器）と接続（ペアリング）
できる機器。

• その説明と機能によって、スマートウオッチは、2つの主要な見出し
の下に分類される：見出し91.02および見出し85.17（追加の通話 
およびSMS送信機能付き）。

• 以前、GDC はスマートリストウェアデバイスの HS コード分類に関する 
さまざまな通知（Notification）を発行していました。しかし、これらの
通達の有効期限は3年間であったため、OL1447で言及されている 
ように、以前発行された通知の一部は有効期限が切れており、HS 
コードを決定するための参考として使用することはできません。 
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